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第１章 計画策定の背景・基本的事項 
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１ 地球温暖化の原因と現状  

地球は，太陽からのエネルギーによって暖められ，また，同時にその熱エネルギーを地表や海で反射

して宇宙に放出しています。この地表や海から反射される熱エネルギーを大気中の二酸化炭素等の温

室効果ガスが吸収し，大気が暖められることにより，地球の平均気温は，多くの生物にとって生息しや

すい平均気温 14℃程度に保たれています。しかし，温室効果ガスが増えすぎてしまうと宇宙への熱の

放出が妨げられ，気温の上昇を招きます。これが地球温暖化の仕組みです（図１）。 

産業革命以降，大量の化石燃料1を

消費するようになり，その結果，大気

中の二酸化炭素等の温室効果ガスの

濃度が上昇を続け，地球の気温が急速

に上昇しています。世界の年平均気温

は，1891 年から 2020 年の間に

0.72℃上昇しており，特に 1900 年代

以降の上昇は著しい状況となってい

ます（図２）。 

「気候変動に関する政府間パネル

（以下「IPCC」という。）」2の第６

次評価報告書第１作業部会報告書

（2021 年）によると，世界の年平均

気温は，今世紀半ばまでは上昇を続

け，向こう数十年の間に温室効果ガス

の排出が大幅に減少しない限り，

2100 年までに産業革命以前と比べて

２℃以上上昇する可能性があるとさ

れています。また，早ければ 2030 年

代には，世界の平均気温の上昇が 1.5℃

を超える可能性も示唆されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1,2 参考資料 用語解説参照 

図１ 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 

【出典：全国地球温暖化防止活動推進センター】 

1991〜2020 年の 30 年平均値（基準値）

からの偏差を表したグラフ 

 

細線（黒）：各年の平均気温の基準値 

細線（黒）：からの偏差 

太線（青）：偏差の５年移動平均値 

直線（赤）：長期変化傾向 

 

図２ 世界の年平均気温偏差の経年変化（1891〜2020年） 

【出典：気象庁】 
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 ２ 地球温暖化に伴う気候変動の影響  

地球温暖化に伴う気候変動の将来リスクとして，海面上

昇・高潮や洪水・豪雨など，８つの主要なリスクが挙げられてい

ます（図３）。 

また，環境省，文部科学省，農林水産省，国土交通省，気象庁

の共同で，「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート

2018〜日本の気候変動とその影響〜」が作成され，このレポー

トにおいて，農林水産業，水環境，自然生態系，自然災害，健康

等の幅広い分野に地球温暖化に伴う大きな影響が及ぶことが気

候変動の観測事実と将来予測から示されています。 

 

１ 農作物への影響  

気温の上昇による農作物の品質の低下，栽培適地の変化等が懸念されています。水稲は，白
しろ

未熟粒
みじゅくりゅう

（デンプンが十分に詰まらず白く濁ること）や胴
どう

割粒
われりゅう

（亀裂が生じること）の発生など，品質の低

下が全国で確認され，一部地域や極端な高温年には収穫量の減少も報告されています。 

２ 生態系への影響  

植生や野生生物の分布の変化等が既に確認されています。気温の上昇により，湖沼や河川等の水

温の上昇や水質の変化をもたらす可能性があります。 

３ 自然災害・水資源への影響  

短時間強雨1や大雨の強度・頻度の増加による河川の洪水，土砂災害，台風の強度の増加による高

潮災害など，甚大な被害が各地で生じることが懸念されています。一方，無降水日数の増加や積雪量

の減少による渇水の頻発化，長期化，深刻化が懸念されています。 

４ 健康への影響  

熱中症による死亡者数は増加傾向にあり，特に記録的な猛暑となった 2010（平成 22）年には，

国内での死亡者数が 1,700 人を超え，過去最多となりました。感染症については，デング熱2等を媒

介するヒトスジシマカの生息域が北上し，2016（平成 28）年には青森県に達しました。将来的には

北海道へと拡大すると予測されています。 

５ 産業・経済活動への影響  

製造業，商業，建設業等の各種の産業においては，短時間強雨や大雨の強度・頻度の増加等によ

り，通常の活動に甚大な被害をもたらす可能性があります。また，世界各地の気候変動による影響が

サプライチェーン3等を通じて，国内の産業・経済に影響を及ぼすことも懸念されます。 

 

                                                      
1 短時間強雨：短い時間に大量の降水となる雨のこと（出典：日本の気候変動 2020（文部科学省，気象庁））。 
2 参考資料 用語解説参照 
3 サプライチェーン：製品の原材料・部品の調達から販売に至るまでの一連の流れのこと。 

【出典：全国地球温暖化防止活動推進センター】 

 

図３ 気候変動による将来の主要なリスク 
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３ 地球温暖化対策を巡る国内外の動向  

 

１ 地球温暖化対策を巡る国際的な動向  

（１）持続可能な開発目標（SDGs）【持続可能な開発のための 2030 アジェンダ】 

2015（平成 27）年９月の「国連持続可能な開発サミット」において，「我々の世界を変革す

る：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。持続可能な開発目標（SDGs）

は，地球上の誰一人取り残さない社会の実現を目指し，17 のゴール（目標）と 169 のターゲッ

ト，232 の指標を掲げたものであり，国家レベルだけでなく，市民・事業者・行政等の多様な主

体が連携して行動することが求められています（図４）。 

SDGs のゴール・ターゲット間は相互に関連しており，統合して解決していくことが必要です。

『気候変動に具体的な対策を』や『エネルギーをみんなにそしてクリーンに』など，地球温暖化対

策と密接に関係するゴールも設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）パリ協定 

2015 年 12 月にパリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）1にて，

2020（令和２）年以降の気候変動抑制に関する国際的枠組みとなる「パリ協定」が採択されまし

た。「パリ協定」では，『世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前と比べ，２℃より十分下方に

抑えるとともに，1.5℃に抑える努力を追求すること，このために今世紀後半に人為的な温室効果

ガス排出を実質ゼロにすること』等が決定しました。先進国だけでなく，途上国を含む世界の国々

が，目標達成に向けた取組を実施することになり，「京都議定書」２以来の画期的な国際的枠組み

となっています。 

また，2018（平成 30）年の IPCC1.5℃特別報告書において，気温の上昇を 1.5℃に抑えるた

めには，世界全体の人為起源二酸化炭素を 2050（令和 32）年前後に実質ゼロに抑える必要があ

ると公表されました。これを受け，2050 年までの温室効果ガス排出実質ゼロに向けた国際的な動

きが加速し，2021（令和３）年 10 月，11 月に英国グラスゴーで開催された COP26 では，『２℃

目標からより高い目標の 1.5℃目標を目指す』，『世界の二酸化炭素の排出量を今世紀半ばには実

質ゼロにする』等が合意されました。  

                                                      
1，２ 参考資料 用語解説参照 

図４ 持続可能な開発目標（SDGs） 

【出典：国際連合広報センター】 
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２ 地球温暖化対策を巡る国の動向  

（１）地球温暖化対策の推進に関する法律1等（緩和策 2 の取組） 

国においては，2015（平成 27）年７月に，温室効果ガスの排出量を 2030（令和 12）年度に

2013（平成 25）年度比 26％削減とする目標を示した約束草案を国連に提出し，2016（平成 28）

年５月には，その達成に向けた具体的な取組を定めた「地球温暖化対策計画」3が策定されました。 

2019（令和元）年６月には，「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」4が策定され，2050

（令和 32）年までの 80％の温室効果ガスの削減に大胆に取り組むとともに，今世紀後半のでき

るだけ早期に脱炭素 5 社会の実現を目指すことが掲げられ，イノベーションを通じた環境と成長

の好循環の実現を目指すとされました。 

2020（令和２）年 10 月には菅総理大臣（当時）が，2050 年カーボンニュートラル（図 5），

脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し（以下，「2050 年カーボンニュートラル宣言」という。），

2021（令和３）年４月には，野心的な 2030 年度の目標として，2013 年度比で 46％削減，更に

50％の高みに向けて挑戦することを掲げました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年５月には，改正「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下，「地球温暖化対策推進法」

という。）」が成立し，基本理念に 2050 年までの脱炭素社会の実現が明記されるなど，脱炭素社

会の実現に向けた法的強化が行われました。また，同年 10 月には「地球温暖化対策計画」及び「パ

リ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が改定され，「地球温暖化対策計画」においては，

2030 年度の削減目標 46％（2013 年度比）が明記されるとともに，その実現に向けた様々な施

策が位置付けられました（表１）。2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1〜5 参考資料 用語解説参照 
6 部門別の 2030 排出量，削減率は目安 

表１ 地球温暖化対策計画に示された国の 2030年度中期目標 6 

【図 5，表 1 出典：環境省】 

図５ カーボンニュートラル（イメージ） 
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（２）気候変動適応法等（適応策1の取組） 

2018（平成 30）年に「気候変動適応法」が施行され，気候変動の影響による被害の回避・軽減

対策である適応策が法的に位置付けられました。このことにより，「地球温暖化対策推進法」によ

る緩和策と「気候変動適応法」による適応策を車の両輪として，地球温暖化対策を推進する法的仕

組みが整備されました（図 6）。 

「気候変動適応法」では，国や地方公共団体の取り組むべき責務が明記され，都道府県及び市町

村には「地域気候変動適応計画」の策定及び「地域気候変動適応センター」2の設立が努力義務と

して位置付けられました。また，法の施行に伴い，気候変動の影響や気候変動適応に関する情報基

盤の中核となる「気候変動適応センター」3が国立環境研究所内に設置されるとともに，2018 年

11 月には「気候変動適応計画」が策定され（2021（令和３）年 10 月改定），気候変動に対する

具体的な対策が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1〜3 参考資料 用語解説参照 

図 6 緩和策と適応策 

【出典：気候変動適応情報プラットフォーム】 
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2020（令和２）年からの新型コロナウイルス感染症の拡大は，各国・地域の経済や社会に

大きな影響を与えています。 

持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定の目標を達成し，持続可能な社会となるためには，

地球温暖化への対応を従来のような経済成長の制約やコストではなく，成長の機会と捉え，

新たな様式の活動を起こすことが重要となっています。 

ポストコロナ時代の世界は，単に以前の状態に戻すのではなく，環境問題の解決を図りな

がらより良い復興が必要であることから，新型コロナウイルス感染症による経済危機からの

復興と気候変動政策等を融合させる「グリーンリカバリー」の視点での政策が各国で掲げら

れています。 

日本では，2020年10月の「2050年カーボンニュートラル宣言」後，同年12月に「2050年

カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し，カーボンニュートラルへの挑戦

を経済と環境の好循環につなげるための産業政策として掲げています。 

また, 産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会，産業構造をクリーンエネルギー中心に移

行させ，経済社会システム全体の変革を進める「グリーントランスフォーメーション（GX）」

の考えが2022（令和４）年６月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び

実行計画」の４つの重点投資分野の１つに位置付けられました。GX 実行会議が設置され，日

本のエネルギーの安定供給の再構築に必要となる方策，脱炭素に向けた経済・社会・産業構造

変革への今後10年のロードマップの作成等について議論が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム１ グリーンリカバリーとグリーントランスフォーメーション 

【出典：経済産業省】 

 

 

 

コラム図 1 カーボンニュートラルの広がり（イメージ） 
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３ 地球温暖化対策を巡る茨城県の動向  

茨城県では，1994（平成６）年に「茨城県地球温暖化防止行動計画」を策定し，いち早く地球温

暖化対策に取り組んできました。2011（平成 23）年には「地球温暖化対策推進法」に基づく「茨城

県地球温暖化対策実行計画」を策定し，2023（令和５）年３月にはカーボンニュートラルを目指す

計画として改訂しました。2019（平成 31）年４月には，茨城大学に「茨城県地域気候変動適応セン

ター」を設置するなど，県民総ぐるみによる地球温暖化対策を基本方針とした緩和策と適応策の両

分野における施策を展開してきました（図 7）。 

2019 年度の茨城県の温室効果ガス排出量は 4,740 万 t-CO2 であり，基準年度である 2013（平

成 25）年度と比べ 8.2％減少しています。部門別では，業務部門が 17.2％減少，家庭部門が 18.8％

減少しています（表 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

表 2 茨城県の温室効果ガス排出量の推移 

【出典：茨城県環境白書（令和 4 年度版）】 

図 7 茨城県の地球温暖化対策「いばらきエコスタイル」 

 

【出典：茨城県】 

（万 t-CO2） 
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４ 地球温暖化対策を巡る水戸市の動向  

（１）水戸市地球温暖化対策実行計画〜みと安心未来へのコツC O
コツコツ

2 プラン〜 

本市では，市民・事業者・行政が一体となって地球温暖化対策を推進し，低炭素社会の実現を目

指すため，2012（平成 24）年３月に「水戸市地球温暖化対策実行計画〜みと安心未来へのコツ

C O
コツコツ

2プラン〜（以下「１次計画」という。）」を策定しました。１次計画では，創エネ，省エネ，

低炭素まちづくり，資源循環を基本施策として，温暖化対策の取組を推進するとともに，「チーム

みとエコプロジェクト」として，本市ならではの取組を実施しています。 

■ 基本施策 

ア 「創エネ」 太陽光など再生可能エネルギー1の利用促進 

主な取組 関連する数値等（2020 年度時点） 

住宅用太陽光発電システムの設置補助 補助件数：4,371 件 

公共施設への太陽光発電システムの導入 
設置件数：64 施設（本庁舎・市民センタ

ー・東町運動公園等） 

市有財産貸付による太陽光発電システムの設置 設置個所：27 箇所 

未利用エネルギーの活用 

清掃工場（えこみっと）での余熱を利用

した発電，下水道処理施設での消化ガス

発電の実施 

イ 「省エネ」 環境負荷の少ない生活様式・事業活動への転換 

主な取組 関連する数値等（2020 年度時点） 

省エネ機器の導入促進 
町内会・自治会や市管理の防犯灯，街

路灯，公共施設への LED 照明の導入等 

エコドライブ 2の普及促進 市ホームページ等で周知・啓発 

公用車への電気自動車（EV）・プラグインハイブリッ

ド車（PHV）・ハイブリッド車（HV）3の導入 
EV３台，PHV１台，HV18 台を導入 

地産地消 4の普及促進 

地場農産物利用飲食店（水戸
み と

美味
う ま

登録

店）・農産物直売所の PR や学校給食へ

の地場農産物の提供等 

ウ 「低炭素まちづくり」 都市交通システム構築・緑化の推進 

主な取組 関連する数値等（2020 年度時点） 

ノーマイカーウィークの実施 
年２回（６月，12 月）各１週間ずつ実

施 

自転車通行空間の整備 
市道千波２号線等への路面表示による

自転車通行空間の整備等 

緑地保全の促進 
生垣の設置補助，植林等の森林育成・

保全を行う市民等への支援 

                                                      
1，2，4 参考資料 用語解説参照 3 P45 コラム 4-1 参照 
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エ 「資源循環」 リサイクル社会の形成 

主な取組 関連する数値等（2020 年度時点） 

ごみの発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）

の推進 

１人１日当たりのごみの減量率（2000

年度比）が 2012 年度 19.7％から 2020

年度 28.6％に上昇 

清掃工場（えこみっと）供用開始による新たな資源物

の分別回収の開始 

ペットボトル，プラスチック製容器包装

の追加など，５種 16 分別に細分化 

  

■ チームみとエコプロジェクト 

ア 地球温暖化対策度チェック 

二酸化炭素の排出を削減するためのコツを市民に伝えるとともに，排出量削減の取組の進み

具合を点数化，確認できる内容のアンケートを実施しました。 

指標 基準値 目標値 結果 目標達成 

温暖化対策度チェックの点数 

64.4/120 点 
（2012 年

度） 

80.0/120 点 
（2020 年

度） 

67.0/120 点 
（2020 年

度） 
未達成 

イ CO2削減エコライフチャレンジ 

家庭における電気使用量からの二酸化炭素排出量を削減するため，省エネ活動に２か月間取

り組み，前年度と比較した電気使用量を報告する取組を実施しました。 

指標 基準値 目標値 結果 目標達成 

取組を実施する住民 1人当たりの電

力使用による二酸化炭素排出量1 

58.5kg- CO2 

（2015 年
度） 

53.8kg-CO₂ 
（2019 年

度） 

51.7kg- CO2 

（2019 年
度） 

達成 

74.2kg- CO2 

（2014 年
度） 

68.3kg-CO₂ 
（2020 年

度） 

63.9kg- CO2 

（2020 年
度） 

達成 

ウ メガソーラーみと発電所 

市内の家庭，事業所等の太陽光発電システムを一体として考え，仮想のメガソーラーみと発

電所として，発電能力の総和を把握，公表することで太陽光発電の普及を促進する取組を実施

しました。 

指標 基準値 目標値 結果 目標達成 

メガソーラーみと発電所発電能力 

6.3MW2 
（2012 年

度） 

100MW 
（2020 年

度） 

96.5MW 
（2020 年

度） 
概ね達成 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 表の上段は該当年度の 11 月の二酸化炭素排出量，下段は該当年度の 12 月の二酸化炭素排出量 
2 MW は，メガ・ワットの略号で，メガは 10 の６乗（100 万倍）のこと，ワットは電力のこと。 
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第１章 計画策定の背景・基本的事項 

 
■ 二酸化炭素排出量 

１次計画では，市域からの二酸化炭素の排出量の目標として，国の中長期ロードマップにおけ

る削減目標値を踏まえ，2020（令和２）年度に基準年度（1990（平成２）年度）と比較して 15％

削減することを掲げています。 

このような中，本市の二酸化炭素排出量の最新値（2019（令和元）年度）は，157.1 万 t-CO2

であり，基準年度比 5.2％の増加となっています（図 8）。増加した要因として，2010（平成 22）

年度の東日本大震災の影響により，火力発電の割合が高くなり，電力排出係数1が増加したこと等

が考えられます。 

2013（平成 25）年度以降は，再エネや省エネの普及等により，二酸化炭素排出量は減少傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第３期市役所エコプラン－水戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）－ 

市の事務事業から排出される温室効果ガスについては，「地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）」である「市役所エコプラン」を策定し，目標を設定して計画的に削減に取り組んでいます。

2014（平成26）年３月に策定した「第３期市役所エコプラン」では，2012（平成24）年度を基

準年度として，2018（平成30）年度に５％削減することを目標として，様々な施策に取り組んで

きました。その結果，2018年度の温室効果ガス排出量は，基準年度に比べて17.0％の削減となり，

計画目標を達成することができました。 

 

 

 

 

                                                      
1 参考資料 用語解説参照 

22.6 20.3 16.4 14.7 12.8 18.6 19.3 19.5 15.2 15.8 14.8 14.2

46.0 54.4 60.3
50.2 58.9 54.9 53.8 53.9 53.5 55.8 53.4 52.6

23.7
28.1 29.6

25.8

38.4 33.4 34.1 33.3
32.9 33.6 33.3

21.8

53.2

65.0 57.0

52.7

57.1
53.3 53.1 53.5

52.9 53.8 52.2

34.8

3.9

4.7 5.3

4.6

3.8
3.6 3.9 3.9

4.1 3.9
3.4

3.5

149.3 

172.5 168.5 

148.0 

170.9 
163.8 164.2 164.0 

158.6 162.9 
157.1 

126.9 

0

50

100

150

200

1990 2000 2005 2008 ・・・ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（万t-CO2）

産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物部門
（年度）

図 8 水戸市の二酸化炭素排出量の推移 

【出典：水戸市】 

目標値 

基準値 
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（３）ゼロカーボンシティ宣言 

2020（令和２）年７月に，参画している廃棄物と環境を考える協議会において，他の自治体と

ともに，「ゼロカーボンシティ」宣言を行い，2050（令和 32）年までに二酸化炭素排出量実質ゼ

ロを目指すこととしています（図 9）。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 「ゼロカーボンシティ」宣言に伴う環境大臣からのメッセージ 
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第１章 計画策定の背景・基本的事項 

 ４ 本市の特性  

 

１ 位置・地勢  

本市は，首都東京から約 100km の距離にあり，関東平野の北東端に位置する茨城県の県庁所在地

です（図 10）。市域の北側は，那珂川を隔てて，ひたちなか市，那珂市に接しており，東側は大洗

町に，南側は茨城町に，西側は笠間市，城里町に接しています。 

地形は，那珂川を挟んで東西に伸びる沖
ちゅう

積
せき

層の低地地区，市の中央から南部にかけて広がる水戸

台地（上市
うわいち

台地，緑岡台地等）と呼ばれる洪
こう

積
せき

層の台地地区，八
や

溝
みぞ

山地の中央部に当たる鶏
とり

足
あし

山塊の

外縁部をなす第三紀層の丘 陵
きゅうりょう

地区の三地形区に分けられます。 

地目別面積は，農地と山林原野をあわせて全体の約 49％を占めており，比較的緑の多い都市とな

っています（図 11）。2005（平成 17）年の内原町との合併により，農地・山林原野面積は大きく

増加したものの，農地は減少傾向にあり，宅地化や耕作放棄による荒地化が進んでいると考えられ

ます。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地

34.8%

山林原野

14.8%

宅地

21.6%

その他

28.9%

市域面積

217.32 km2

図 10 水戸市の位置 図 11 地目別面積 

【2020（令和 2）年 1 月 1 日現在】 

【図 10〜11 及び写真 出典：水戸市】 

上空からの市街地 千波湖 
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２ 気候  

本市は，寒さのやや厳しい冬期を除いては，比較的温和な気候となっています。過去 30 年間の平

均気温は 14.1℃，最高気温の平均は 19.2℃，最低気温の平均は 9.7℃となっており，全国の都市と

比較しても標準的な気温となっています（表 3）。また，年間降水量の平均は 1367.7mm，年間日

照時間の平均は 2,000.8 時間となっています（図 12）。降水量は平均的な値であり，日照時間は西

日本の都市と比較すると少ないものの，東日本の都市の中では比較的長い都市となっています。1 

 

 

都市名 水戸 東京 札幌 仙台 新潟 甲府 名古屋 大阪 広島 福岡 

平均気温 14.1 15.8 9.2 12.8 13.9 15.1 16.2 17.1 16.5 17.3 

最高気温

の平均 
19.2 20.3 13.1 16.9 17.8 21.0 21.1 21.3 21.1 21.3 

最低気温

の平均 
9.7 12.1 5.7 9.3 10.5 10.4 12.3 13.6 12.7 14.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1，2 1999（平成３）年〜2020（令和２）年の 30 年平均の値  

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

水戸 東京 札幌 仙台 新潟 甲府 名古屋 大阪 広島 福岡

降水量 日照時間

図 12 降水量，日照時間の都市比較 2 

【表3，図12 出典：気象庁の資料を基に水戸市作成】 

表 3 気温の都市比較１ （℃） 

（mm，時間） 
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第１章 計画策定の背景・基本的事項 

 
３ 人口・世帯数  

本市の人口及び世帯数は，2020（令和２）年 10 月１日現在で 269,343 人，123,536 世帯とな

っています。人口は，2016（平成 28）年をピークにゆるやかな減少に転じ，世帯数は増加傾向にあ

ります。核家族化の進行や単身世帯の増加の影響等により，１世帯あたりの人員は減少傾向がみら

れます（図 13）。 

「水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第２次）」では，本市の人口は将来的にも減少を続け，

少子高齢化が一層進むことが予測されています。合計特殊出生率の向上や人口流入の促進，流出の

抑制施策を推進することで，人口減少を抑制し，2030（令和 12）年には 266,600 人，2050（令和

32）年には 254,300 人と目標人口を設定しています（図 14）。1 

 

 

  

 

 

 

  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 各年 10 月１日時点 

34,900 34,900 34,900 35,200 36,200 36,700 36,400 35,700 35,400 

162,100 158,500 154,300 148,500 140,000 134,800 131,200 129,700 128,600 

73,000 75,200 77,400 80,300 84,800 86,500 86,700 84,600 81,000 

270,000 268,600 266,600 264,000 261,000 258,000 254,300 250,000 245,000 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

0－14歳 15－64歳 65歳以上

（人）

図 13 人口と世帯数の推移１ 

図 14 年齢 3区分人口の将来展望 

【出典：水戸市，水戸市統計年報】 

 

【出典：水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第 2 次）】 

262,603 268,750 270,859 270,876 270,783 271,047 270,775 270,289 269,661 269,343 

104,521 
112,099 116,042 117,163 117,590 118,953 119,985 121,091 122,116 123,536 

2.5
2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

人口 世帯数 1世帯当たりの人員

（人口・世帯数） （人口／世帯数）

（年度） 

（年度） 
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４ 産業  

本市は，古くから要衝の地にあり，徳川御三家の一つである水戸徳川家の城下町として繁栄し，以

来，県都として，行政・文化等の都市機能を集積しながら大きく発展してきました。本市の産業は，

第３次産業の割合が 86.5％とその大半を占めており，中でも卸売業・小売業と宿泊業・飲食サービ

ス業で４割を占めています（表 4）。従業員規模でみると，９人以下の事業所が 74.1％となってお

り，小規模の事業所が多数を占めています（図 15）。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

５ 交通  

本市の 2019（令和元）年度の自動車保有台数は 247,373 台で，乗用車や軽自動車等が微増で推

移しています（図 16）。１世帯当たりの自動車保有台数は 1.53 台で，全国平均の 1.05 台より多く

なっています。
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 各年 3 月 31 日時点 

①乗用車：660cc を超える四輪車     ②軽自動車：125cc超 250cc以下の二輪車，660cc 以下の四輪車等 

③原動機付自転車：125cc以下の二輪等  ④トラック・バス：貨物用，乗合用の四輪車 

⑤その他：特殊用途車，250cc 超の二輪車 

1〜4人

53.0%
5〜9人

21.1%

10〜19人

13.4%

20〜29人

5.1%

30〜49人 3.5%

50 〜99人 2.2%

100 人以上 1.1%

派遣従業者のみ 0.6%

128,568 128,372 127,820 130,806 131,416 132,102 132,047 

65,462 68,482 70,719 72,180 73,258 73,743 74,560 

12,040 11,774 11,391 10,888 10,452 10,102 9,790 20,557 20,466 20,098 20,369 20,285 20,331 20,431 9,927 10,029 10,037 10,158 10,342 10,398 10,545 
236,554 239,123 240,065 244,401 245,753 246,676 247,373 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

乗用車 軽自動車 原動機付自転車 トラック・バス その他

（台）

表 4 産業別事業所数・就業者数 

図 16 自動車登録台数１ 

図 15 従業員規模別事業所数 

【表 4，図 15 出典：平成 28 年経済センサス活動調査】 

 

【出典：水戸市統計年報】 

 

 

 

2016 年度 

13,136 事業所 

（年度） 

所 % 人 %

全産業 13,136 100% 145,374 100%

24 0.2% 294 0.2%

農林漁業 24 0.2% 294 0.2%

1,745 13.3% 18,081 12.4%

鉱業 0 0.0% 0 0.0%

建設業 1,237 9.4% 10,255 7.1%

製造業 508 3.9% 7,826 5.4%

第3次産業 11,367 86.5% 126,999 87.4%

電気・ガス・熱供給・水道業 14 0.1% 716 0.5%

情報通信業 135 1.0% 2,758 1.9%

運輸業，郵便業 229 1.7% 7,554 5.2%

卸売業，小売業 3,511 26.7% 32,296 22.2%

金融業，保険業 342 2.6% 7,221 5.0%

不動産業，物品賃貸業 928 7.1% 3,538 2.4%

学術研究，専門・技術サービス業 729 5.5% 4,921 3.4%

宿泊業，飲食サービス業 1,655 12.6% 13,551 9.3%

生活関連サービス業，娯楽業 1,249 9.5% 7,727 5.3%

教育，学習支援業 430 3.3% 5,755 4.0%

医療，福祉 1,071 8.2% 21,649 14.9%

複合サービス事業 46 0.4% 560 0.4%

サービス業 1,028 7.8% 18,753 12.9%

事業所数 従業者数

第1次産業

第2次産業
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第１章 計画策定の背景・基本的事項 

 
６ 住宅  

2018（平成 30）年における本市の住宅戸数は、119,880 戸で，57.2％が持ち家，40.2％が借家

となっています（図 17）。住宅の建て方の状況では，56.2％が一戸建て，40.4％が共同住宅となっ

ています（図 18）。 

また，新築着工件数をみると，2020（令和２）年度は 1,974 件となっており，減少傾向にありま

す（図 19）。 
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1,343

1,517 1,366 1,396 1,418 1,325 1,345
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793 596
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619
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457

2,948
2,788

2,960

2,457
2,574

2,229

1,748

1,974

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

一戸建 長屋建 共同住宅

（戸・件）

（年度）

図 17 住宅の所有の状況 図 18 住宅の建て方の状況 

図 19 新築着工件数 

【図 17，18 出典：平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省）】 

 

 

【出典：住宅着工統計（国土交通省）】 

 

 

 

持ち家

57.2%

借家

40.2%

不明 2.6%

2018 年度 

119,880 戸 
一戸建

56.2%

長屋建 3.2%

共同住宅

40.4%

不明 0.1%

2018 年度 

119,880 戸 
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５ 計画の位置づけ  

 

１ 計画の位置づけ  

本計画は，地球温暖化対策推進法第 21 条に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び

気候変動適応法第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」として，温室効果ガスの削減及び気候変

動への適応を推進するため策定するものです。 

また，本計画は，１次計画の改定計画であり，上位計画である「水戸市総合計画」及び「水戸市環

境基本計画」の地球温暖化対策，気候変動適応策の個別計画として位置付けます。 

国や茨城県が進める地球温暖化対策，気候変動適応策を考慮しつつ，その他関連計画との整合・連

携を図りながら，計画を推進していきます（図 20）。1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 参考資料 用語解説参照 

茨城県 
茨城県地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 
 

図 20 計画の位置づけ 

法令 

国 

地球温暖化対策推進法 気候変動適応法 

計画 地球温暖化対策計画 気候変動適応計画 エネルギー基本計画 1 

水戸市地球温暖化対策実行計画（第 2次） 
（区域施策編） 

 

水戸市環境基本条例 

水戸市 

水戸市総合計画 水戸市環境基本計画 関連計画 

水戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

条例 

計画 

地域気候変動適応計画 

計画 
地域気候変動適応計画 
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第１章 計画策定の背景・基本的事項 

 
２ 計画期間と目標年度  

本計画は，2023（令和５）年度を初年度とし，国の「地球温暖化対策計画」及び茨城県の「茨城

県地球温暖化対策実行計画」と同じ2030（令和12）年度を最終年度とする８か年の計画とします。 

また，国の目標を踏まえ，2013（平成25）年度を基準年度，2030年度を中期目標年度とすると

ともに，2050（令和32）年度を長期目標年度に設定します（図21）。 

ただし，社会情勢の変化や制度改正等の状況を踏まえ，計画の見直しを検討します。 

 

年度 
2013 

（H25） 
・・・ 

2022 
（R4） 

2023 
（R5） 

・・・ 
2030 

（R12） 
・・・ 

2050 
（R32） 

計画期間 基準年度 ・・・ 計画策定 

計画開始 ・・・ 中期目標 

・・・ 長期目標 
 

 

３ 計画の対象範囲  

本計画は，市域での市民生活や事業活動等において排出される「地球温暖化対策推進法」で定める

７種類の温室効果ガスを対象とします（表 5）。 

温室効果ガスは，その種類によって地球温暖化に与える影響が異なることから，それぞれの排出

量に地球温暖化係数1を乗じて二酸化炭素に換算し比較すると，二酸化炭素が 96.8％，メタンが

1.5％，一酸化二窒素が 1.6％，その他が 0.1％未満となっています。このことから，本市の地球温

暖化への影響が大きい二酸化炭素について，目標を掲げて削減に取り組んでいきます。 

対象部門は，産業部門，業務その他部門，家庭部門，運輸部門，一般廃棄物とします（表 6）。 

 

 

温室効果ガス 地球温暖化係数 排出源 

二酸化炭素（CO2） １ 化石燃料の燃焼，廃棄物の焼却等 

メタン（CH4） 25 

化石燃料の燃焼，自動車の走行，水稲，家

畜の腸内発酵（げっぷ），廃棄物の埋め立

て等 

一酸化二窒素（N2O） 298 
化石燃料の燃焼，工業プロセス，自動車の

走行，廃棄物の焼却等 

ハイドロフルオロカーボン類

（HFCS） 
1,430 等 

スプレー，エアコンや冷蔵庫等の冷媒， 

化学物質の製造プロセス，建物の断熱材等 

パーフルオロカーボン類

（PFCS） 
7,390 等 半導体の製造プロセス等 

六フッ化硫黄（SF6） 22,800 電気の絶縁体等 

三フッ化窒素（NF3） 17,200 半導体や液晶基盤の洗浄等 

 

                                                      
1 参考資料 用語解説参照 

図 21 ２次計画期間 

計画期間 

 

表 5 温室効果ガスの種類と主な排出源 
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部門 排出源 

産業部門 
製造業，農林水産業，鉱業，建設業におけるエネルギー消費（電気，燃料

の使用）に伴い排出 

業務その他部門 
事務所・ビル，商業・サービス施設のほか，他のいずれの部門にも帰属し

ないエネルギー消費（電気，燃料の使用）に伴い排出 

家庭部門 
家庭におけるエネルギー消費（電気，燃料の使用）に伴い排出（自家用自

動車からの排出は，「運輸部門」に計上） 

運輸部門 自動車，鉄道におけるエネルギー消費（燃料の使用）に伴い排出 

一般廃棄物 一般廃棄物中の廃プラスチック等の焼却処理等に伴い排出 

 

  

表 6 二酸化炭素排出量の算定対象とする部門 
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第１章 計画策定の背景・基本的事項 

 ６ 計画の推進主体  

本計画の推進を図るため，市民・事業者・市がそれぞれの役割のもと，互いに連携・協力して緩和策，

適応策を実践していきます（図 22）。 

１ 市民の役割  

・ 日常生活における温室効果ガスの排出削減に努めます。 

・ 市が行う地球温暖化対策に対して，積極的な提案や連携により実現に向けた活動を行うよう努

めます。 

・ 事業者が行う地球温暖化対策に積極的に協力します。 

２ 事業者の役割  

・ 事業活動における温室効果ガスの排出削減に努めます。 

・ 市が行う地球温暖化対策に対して，積極的な提案や連携により実現に向けた活動を行うよう努

めます。 

・ 市民が行う地球温暖化対策に積極的に協力します。 

３ 水戸市の役割  

・ 市域から排出される温室効果ガスの排出削減や気候変動への適応のため，市内の自然的社会的

条件に応じた総合的な地球温暖化対策を実施します。 

・ 市民や事業者が行う地球温暖化対策の事業や活動に協力します。 

・ 市の事務事業の実施に伴う温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 各主体の関係 
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